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武蔵野市財政援助出資団体経営プラン取組状況 平成22年度末

（対象団体：一般財団法人武蔵野子ども協会）

(1) 経営健全性の確保

取組目標

団体は、経営等が困難な状況に陥った場合は、経営者の民事上の責任などが問われ

ることを自覚し、健全な経営を行う。市の団体所管部課は団体の経営状況を的確に把

握し、健全な経営を促すよう指導監督を行う。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 総合的に団体の経営状況の把握を行い、

今後の公益法人化、事業の拡大に対応し、

団体が健全な経営を行うように指導監督を行

う。

０１２３施設等既存事業の人件費や事業経費

など、管理経費の抑制に努めた。

Ｈ23 総合的に団体の経営状況の把握を行い、

今後の公益法人化、事業の拡大に対応し、

団体が健全な経営を行うように指導監督を行

う。

年
次
計
画

Ｈ24 総合的に団体の経営状況の把握を行い、

団体が健全な経営を行うように指導監督を行

う。また、平成25年度を初年度とする経営改

革プランを策定するとともに、団体にも経営

改革プランを策定するように要請する。

(2) 事業評価の導入と事務事業の見直し

取組目標

団体は組織の目的・目標を明確化し、それらが適正に果たされているかを毎年評価し、

目的・目標の達成に向けて効果的かつ効率的な事業実施を行うとともに、事務事業の

不断の見直しを行う。市の団体所管部課は、団体の自己評価結果を踏まえ適切な指導

監督を行う。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 ①事業②財務③人事・組織に関する経

営目標についての団体の自己評価結果を

踏まえ、評価を行うとともに、事務事業の見

直しについて適切な指導監督を行う。な

お、経営目標の評価結果については、団

体及び市のホームページで公表する。

また、団体の事業についての事務事業

評価をおこなうように団体に要請し、評価

結果を元に、必要に応じて事務事業の見

直しについて団体に指導監督を行う。

保育園の移管に向け、①、②、③それ

ぞれの目標を設定し、定期的に実施状況

の報告を受け、未達成事項について改善

策を講じた。

指定管理者業務については、モニタリン

グ調査の自己評価を通じて、改善に取り組

んだ。

年
次
計
画

Ｈ23 ①事業②財務③人事・組織に関する経

営目標についての団体の自己評価結果を

踏まえ、評価を行うとともに、事務事業の見

直しについて適切な指導監督を行う。な

お、経営目標の評価結果については、団

体及び市のホームページで公表する。

また、団体の事業についての事務事業評価

結果を元に、必要に応じて事務事業の見直

しについて団体に指導監督を行う。
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Ｈ24 ①事業②財務③人事・組織に関する経

営目標※についての団体の自己評価結

果を踏まえ、評価を行うとともに、事務事業

の見直しについて適切な指導監督を行う。

なお、経営目標の評価結果については、

団体及び市のホームページで公表する。

また、団体の事業についての事業評価結果

を元に、必要に応じて事務事業の見直しに

ついて団体に指導監督を行う。

( 3 ) 指定管理者制度への対応

取組目標

指定管理者制度が導入され、市では公の施設の指定管理者の選定は公募を原則とし

た。指定管理者に指定されている団体は、将来の公募を視野に入れ、公共的団体の信

用力と専門性を活用し、先駆的なサービスを開発・実施するとともに、サービスの向上

及びコスト削減を進める。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 団体が実施するモニタリング調査等の利

用者満足度の取りまとめ結果に基づき、サー

ビス向上に努めるよう団体に要請する。ま

た、団体の事業についてのコストの把握を行

い、必要に応じて、事業の見直しやコスト削

減に努めるよう団体に要請する。

桜堤児童館の指定管理に向けての準備を

円滑に進めるよう団体に要請する。

モニタリング調査において 0123 施設は、

利用満足度が非常に高かった。引き続き利

用者のニーズに合ったサービスの提供に努

めるよう指導を行っている。またモニタリング

調査の評価項目となっている施設運営マニ

ュアルや接遇マニュアルが作成され、接遇

の自主研修も実施された。

桜堤児童館の指定管理については、市の

検討状況を踏まえ、今後準備を進めるよう団

体に要請していく。

Ｈ23 団体が実施するモニタリング調査等の利

用者満足度の取りまとめ結果に基づき、サー

ビス向上に努めるよう団体に要請する。ま

た、団体の事業についてのコストの把握を行

い、必要に応じて、事業の見直しやコスト削

減に努めるよう団体に要請する。

桜堤児童館の指定管理に向けての準備が

円滑に進むよう団体に指導監督する。

年
次
計
画

Ｈ24 団体が実施するモニタリング調査等の利

用者満足度の取りまとめ結果に基づき、サー

ビス向上に努めるように団対に要請する。ま

た、団体の事業についてのコストの把握を行

い、必要に応じて、事業の見直しやコスト削

減に努めるよう団体に要請する。

桜堤児童館の指定管理者として、専門性

を発揮して事業を実施できているか、団体に

指導監督する。
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(4) 団体職員の人材育成と財政基盤の強化

取組目標

団体は、将来の団体経営や園経営を担う人材育成を強化するため、市・団体間の人事

交流による研修や団体内における職員研修を強化し、中長期的視点をもって人材育成

に取り組む。団体職員の仕事に対する自覚と意欲を高める。また、団体職員の高齢化

に伴う人件費の増加も予想されるので、より一層効率的な経営を行い、財政基盤を強

化する必要がある。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 団体の人材育成状況の把握を行い、必要

に応じて、団体や園の経営を担う人材育成

の強化のための職員研修を実施するよう団

体に要請するほか、市から職員を派遣し指

導・助言する。

経営状況の把握を行い、財政基盤を強化

するよう団体に要請する。

各種職員研修の実施や、専門家で構成さ

れる企画委員会による指導・助言など、人材

育成強化のための取組みが実現された。

Ｈ23 団体の人材育成状況の把握を行うととも

に、必要に応じて、団体や園の経営を担う人

材育成の強化のため、市との人事交流を行う

ように団体に要請する。

団体の財務状況が良好なものとなるよう、

認可保育園の運営など新規事業にあたって

は補助金収入の確保に努めるよう団体に要

請する。

年
次
計
画

Ｈ24 団体の人材育成状況の把握を行うととも

に、必要に応じて、団体や園の経営を担う人

材育成の強化のため、職員研修を実施する

よう団体に要請する。

団体の財務状況が良好なものとなるよう、

公益性を損なわない範囲で自主事業収入を

増加するよう団体に要請する。

( 5 ) 適正な人事・給与制度の導入

取組目標

団体は、東京都の給料表を適用しているが、今後は事業の拡大に伴い職員が増加す

ることや市の財政支援の縮減も念頭に、団体の経営・財政状況等に見合った適正な給

与制度とする。また、職員個人の能力・実績に応じた人事給与制度を実施し、職員の意

欲向上を図る。指定管理者の選定は公募が原則であることを念頭に、指定管理者の指

定を受けている団体は、将来の公募を視野に入れ、類似の事業を行う民間企業等の給

与水準の動向等も勘案し、適正な給与制度の構築及び運用を行う。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 団体の経営・財政状況等に見合った、

かつ、職員の能力・実績に応じた職員の意

欲向上につながる適正な人事給与制度の

運用が行われるよう団体に要請する。

一般事務及び子育て支援業務、保育業務

に従事する職員については東京都の給料表

を、現業職については、国の現業職の給与

制度を適用することとした。

Ｈ23

年
次
計
画

Ｈ24
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(6) 組織・職員数等の適正化と目的・目標達成に向けた効率的運営の推進

取組目標

団体の組織・職員数等のより一層の適正化に向け、柔軟な勤務体制の導入、更なる民

間活力手法の導入を行う。職員の仕事に対する意欲の向上を図るため、組織の目的・

目標を明確に示す。また、嘱託職員、アルバイトなど多様な形態の人材活用を図る際に

は、それぞれの果たすべき職務や責任の内容を明確にし、各々が意欲を持って働ける

人材活用を図る。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 団体の組織・職員数のより一層の適正化を

進めるために、更なる民間活力手法の導入

を行うよう団体に要請する。また、職員の仕

事に対する意欲の向上を図るため組織の目

的・目標の明確に示し、意欲を持って働ける

人材活用を図るよう団体に要請する。

平成 23 年度から実施する保育園の運営

に伴い、事務が増加することから、事務局体

制の強化が行われた。

また、０１２３施設の職員が「境こども園（仮

称）準備委員会」の部会に参加し、同園の子

育て支援部門の検討に加わるなど、人材の

活用が図られた。

Ｈ23 団体の組織・職員数のより一層の適正化を

進めるために、更なる民間活力手法の導入

を行うよう団体に要請する。また、職員の仕

事に対する意欲の向上を図るため組織の目

的・目標の明確に示し、意欲を持って働ける

人材活用を図るよう団体に要請する。

年
次
計
画

Ｈ24 団体の組織・職員数のより一層の適正化を

進めるために、更なる民間活力手法の導入

を行うよう団体に要請する。また、職員の仕

事に対する意欲の向上を図るため組織の目

的・目標の明確に示し、意欲を持って働ける

人材活用を図るよう団体に要請する。

(７) 情報公開の更なる推進

取組目標
団体はホームページ等を通じ、定款や事業計画、財務諸表、事務事業評価、役員報酬

などを市民に分かりやすく公表し、団体の信頼性の向上を図る。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 団体の HP の確認を行い、上記取組目標

に記載された内容を、市民にわかりやすく情

報公開されるように、団体に要請する。

平成22年７月に、協会本部のホームペー

ジが改装され市民に分かりやすい情報公開

に努めたほか、職員採用の募集にも活用さ

れた。

０１２３施設とおもちゃのぐるりんでも、ホー

ムページを改装し、おもちゃのぐるりんでは

ブログを活用した情報提供が行われている。

Ｈ23 市民にわかりやすく情報公開されるよう

に、団体に要請する。

年
次
計
画

Ｈ24 市民にわかりやすく情報公開されるよう

に、団体に要請する。

(８) 武蔵野市財政援助出資団体経営懇談会

取組目標

市の団体に対する指導監督の基本方針の周知、その実施方法の検討、市と団体相互

の連絡調整、各団体が抱える課題の情報共有、各団体が実施する類似の事業の再編

等を行うため、市長と団体の経営者による武蔵野市財政援助出資団体経営懇談会を毎

年実施する。
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年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 経営懇談会において、団体の現状及び課

題について情報交換を行い、経営改善に努

めるよう団体に要請する。

懇談会における情報交換だけでなく、そ

れ以降も各財政援助出資団体間での情報交

換が行える環境となった。

Ｈ23 経営懇談会において、団体の現状及び課

題について情報交換を行い、経営改善に努

めるよう団体に要請する。

年
次
計
画

Ｈ24 経営懇談会において、団体の現状及び課

題について情報交換を行い、経営改善に努

めるよう団体に要請する。

(９) 公益法人改革への対応

取組目標

当面、一般財団法人化した団体にあっても、市の財政支援を受け公共の一端を担って

いることや、今後総合的な子育て施策の実施を担っていく上で公益法人という名称を取

得することにより外形的信用性を高められることを鑑み、早急に公益財団法人化を図る

よう努める。

年度 指導監督内容 取組状況

Ｈ22 公益財団法人へ移行するよう、団体に要

請する。

平成22年10月に公益認定申請して答申

を受け、平成23年4月から公営財団法人へ

移行する予定である。

Ｈ23 公益財団法人として適切な事業、財務運

営を行うよう指導する。

年
次
計
画

Ｈ24 公益財団法人として適切な事業、財務運

営を行うよう指導する。


